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　 １ 　 基 本 目 標 Ⅰ

こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等

こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供

こどもの貧困対策

障害児支援・医療的ケア児等への支援

児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援

こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組

こどもの誕生前から幼児期までの
こどもの成長の保障と遊びの充実

就労支援、雇用と経済的基盤の安定

悩みや不安を抱える若者やその家族に対す
る相談体制の充実

成年を前に必要となる
知識の情報提供や教育

いじめ防止

不登校の子供への支援 不適切な指導の防止 

☛こどもまんなか社会
の詳細は１２ページを
参照してください。

全 て の 子 供 の 人 格 ・ 個 性 が 尊 重 さ れ 、
権 利 が 保 障 さ れ る ま ち

基 本 目 標 Ⅰ で 実 現 を 目 指 す 「 こ ど も ま ん な か 社 会 」

子

供

２

０

代

・
３

０

代

青 年 期学 童 期 ・ 思 春 期こどもの誕生前から幼児期まで

子 育 て 当 事 者

地域子育て支援、家庭教育支援

基 本 目 標 Ⅰ と 「 こ ど も 大 綱 」 の 重 要 事 項 の 関 係 性

基 本 目 標 Ⅰ と 「 こ ど も 大 綱 」 の 必 要 事 項 の 関 係 性

☛「こども大綱」の重要事項や必要事項の詳細は１４ページを参照してください。
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将来を
切り開く
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可能性を
広げる
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乗り越える

7

安全・安心

8 9

将来を
見通す

10

社会で活躍

11

12 13

基本目標Ⅰ「全てのこどもの人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」
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ロ ゴ

　
高等教育の修学支援、高等教育の充実
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基本目標Ⅰ「全てのこどもの人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」

現 状 と 課 題

　　子供の権利の尊重

　子供の基本的人権を国際的に保障するため、平成元年に「児童の権利に関する条約」が国連総会で

採択・成立し、日本は、この条約を平成６年に批准しています。

　その後、条約批准を背景として、平成12年には、児童虐待の防止や児童の保護などを定めた「児童

虐待の防止等に関する法律」が施行されました。また、平成25年には、子供の貧困対策を総合的に推

進することを目的とした「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、令和6年には「こども

の貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に名称が改められました。その際、基本理念に子供

の現在の貧困のみならず、将来の貧困を防ぐことなどが追加されています。

　令和４年６月に公布された改正児童福祉法では、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困

難を抱える世帯が顕在化している現状を踏まえ、「こども家庭センター」の設置を始めとする子育て世

帯への包括的な支援のための体制の強化が明確化されました。

　令和５年４月には、「こども基本法」が施行され、日本国憲法と国際条約の精神に則り、「こども施策」

に関する基本理念を定め、国や地方公共団体の責務や、事業主・国民の努力などが明確化されました。

　全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は、毎年増加傾向にあり、児童虐待によ

る死亡事例も高い水準で推移している状況にあります。

　市では、児童虐待の未然防止、早期発見に努めるとともに、関係機関との連携強化、情報や認識の共

有により、「要保護児童対策地域協議会」の機能の充実を図っています。

　児童虐待は、子供の心身に深い傷を与え、健やかな成長や発達に大きな影響を及ぼすことから、未

然防止や早期発見・早期対応を図るため、保健、医療、福祉、教育、警察等の関係機関を含めた地域全

体で連携し、その防止に努める必要があります。　

　

　　子供の発達支援体制の充実

　乳幼児期は、疾病や障害を早期に発見する上で重要な時期となるため、乳幼児健康診査等により、

子供の発育状況を定期的に確認し、子供の発達の状況に応じて、適切な支援や療育を受けることが重

要です。

　市では、子供の発達に関する総合相談窓口を設置するとともに、心理の専門職等による幼稚園・保

育所等への巡回相談、各種健康診査等を実施するなど、保健、医療、福祉、教育といった各分野が連携

した切れ目のない発達支援体制の充実を図っています。　
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基本目標Ⅰ「全ての子供の人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」

　　障害のある子供への支援の充実

　障害のある子供に対しては、各種法律や制度が大きく変化し、障害福祉サービスや人権擁護に関す

る法整備が進んでいます。そして、市町村には、障害児支援の一層の充実を図るため、「障害児福祉計

画」の策定が義務付けられています。

　市では、この計画の推進を図りながら、障害のある子供が、ライフステージに応じて、最もふさわしい

支援を受けながら、社会を構成する一員として自分らしく成長していけるよう支援を行っています。

　　社会的自立に困難を有する子供やその家庭への支援の充実

　ニートやひきこもり、不登校など、子供に関わる問題が深刻化しています。国では、平成22年４月に

「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、関係各分野と連携した施策の推進が図られています。

　さらに、令和６年6月の法改正では、ヤングケアラーの定義、支援の在り方などが定められました。こ

れによって、ヤングケアラーへの支援がより一層強化されています。

　また、令和６年４月には、「孤独・孤立対策推進法」が施行され、孤独・孤立を一律の定義の下で取り組

むのではなく、孤独・孤立双方を一体として捉え、当事者や家族などの状況等に応じて多様なアプロー

チや手法により対応することとされています。

　市では、これまでも青少年健全育成事業に取り組むなど、子供が地域の中で豊かな人間性と社会性

を身に付けるための支援に取り組んできました。

　コロナ禍を経て、子供を取り巻く環境が大きく変化する中で、全ての子供が健やかに成長し、円滑に

社会生活を営むことができるよう、子供の育成支援施策の一層の推進を図る必要があります。　

　　小・中学校におけるいじめの防止・不登校への支援

　児童・生徒のいじめや不登校等の諸課題への対応については、様々な取組が進められていますが、

いじめや不登校に関係する児童・生徒数は、全国的にも増加傾向にあるなど、憂慮すべき事態となっ

ています。

　　また、学校が児童・生徒にとって安心して教育を受けられる場所として、一人一人に合わせたきめ

細かな指導体制の充実を求められるなど、学校教育に対する様々なニーズが寄せられています。

　市では、令和5年4月に「羽村市いじめ防止対策推進条例」を制定し、市、学校、保護者の責務、地域

住民の役割を定め、いじめの防止に取り組んでいます。

　　各学校は、日頃の児童・生徒の状況把握やアンケートの実施、生活指導部会などでの情報共有によ

り、気になる子供児童・生徒への早期支援に取り組んでいます。また、必要に応じて早期のカウンセリ

ングや家庭訪問など、実態に応じた迅速な対応により、いじめ・不登校の防止・発見・対応に取り組ん

でいます。
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基本目標Ⅰ「全ての子供の人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」

施 策 １ 　 子 供 の 権 利 の 尊 重

主な取組

啓発事業等の実施

1 「こども基本法」や、「児童の権利に関する条約」の趣旨や内容の普及啓発を行うことなど

により、子供がいかなる差別も受けることなく、自らが権利の主体であることの理解促進

に取り組みます。

2 大人と子供が、一人一人をかけがえのない存在として、互いの立場を理解し、助け合える

よう、家庭内での人権尊重に関する学習機会の提供や啓発に取り組みます。

3 人権の尊重や、男女相互の理解と協力、多様性に対する理解など、児童・生徒の発達過程

に応じた人権教育に取り組みます。

4 子供が性犯罪の被害者、また加害者にならないよう、子供や保護者、子供に関わる職員

等に対し、性被害防止に関する周知啓発や、子供の発達過程に応じた性教育に取り組み

ます。

児童虐待等の防止

1 全ての妊産婦、子育て世帯、子供を対象とし、母子保健機能と児童福祉機能との一体的

な相談支援を行う「こども家庭センター」を整備し、子供や子育て家庭の支援に取り組み

ます。　

2 「羽村市要保護児童対策地域協議会」の機能を活用し、児童虐待の未然防止や早期発見・

早期対応、要保護児童の適切な保護、要支援児童の適切な支援に取り組みます。

3 子供と接する機会の多い関係機関や市民、また当事者である子供に対し、児童虐待防止

に関する意識の啓発に取り組みます。

4 配偶者やパートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス）に対し、東京都や民間機関

等と連携しながら、被害者の保護と自立に必要な支援を行います。

5 小・中学校において、日頃の児童・生徒の言動や身体の変化などで気になることについて

関係機関との共有に取り組みます。虐待が疑われる場合には、「こども家庭センター」や児

童相談所等と連携して対応します。

主な取組①

主な取組②

子供の権利の尊重施策1

子供の権利の尊重施策1

　子供を、多様な人格を持った個として尊重するとともに、その権利を保障することなどに取り組み

ます。　
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基本目標Ⅰ「全ての子供の人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」

養育に支援が必要な家庭、子供の早期発見・支援

1 養育に支援を必要とする家庭を早期に把握し、必要に応じて助産所やヘルパーによる適

切な支援につなげます。

2 支援が必要な子供の早期発見と適切な対応に取り組みます。

3 小・中学校や市役所などにおいて、日本語を母語としない子供や保護者に対し、翻訳シス

テムを使った窓口対応や日本語以外の言語による情報発信を行うなど、適切な支援につ

なげます。

主な取組③ 子供の権利の尊重施策1

「こどもまんなか社会」に向けて
の活動をSNS等で情報発信し

てほしい。

（高校生・大学生世代）

大人の都合のいい解釈を押し
付けず、しっかりと子供をまん

なかに据えてほしい。

（高校生・大学生世代）

周囲の大人の理解がないと何
も上手くいかないと思う。

（高校生・大学生世代）

子供たちの関心ごとに目を向け
てほしい。

（高校生・大学生世代）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見
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基本目標Ⅰ「全ての子供の人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」

施 策 ２ 　 子 供 の 発 達 支 援 体 制 の 充 実

主な取組

発達障害の早期発見・支援

1 子供の発育・発達障害や疾病などの早期発見・早期治療につなげるため、妊娠期や未就

学児・就学児期などの健康診査等の実施に取り組みます。　

発達に関する相談・支援

1 臨床心理士や公認心理師、言語聴覚士による相談事業のほか、専門の医療機関や福祉

サービスにつなぐことなど、関係部署や関係機関と連携した支援に取り組みます。

2 心理の専門職が、幼稚園・保育所等や学童クラブを巡回し、幼稚園教諭や保育士・学童ク

ラブ職員に対する助言や支援を行うことに取り組みます。

3 「はばたきファイル」の活用などにより、保護者や様々な機関と連携し、乳幼児期から学齢

期等に至るまで、一貫した支援をつないでいくことに取り組みます。

4 幼稚園・保育所等、小学校、特別支援学校等が連携し、子供の成長に関する情報を共有し、

年長児から小学校１年生の就学段階で円滑に接続するための支援に取り組みます。

5 発達の状態等に応じ、最も学びを深められる就学先や適切な支援について保護者と一緒

に考える就学相談に取り組みます。

主な取組①

主な取組②

子供の発達支援体制の充実施策２

発達障害に関する啓発事業・研修

1 発達に支援を要する子供が、地域で暮らしていくことができるよう、その特性や対応方法

等を学ぶ講演会など、広く普及啓発に取り組みます。

2 子供の支援に関わる教職員等に対し、発達に支援を要する子供の特性や対応方法などを

身に付けるための研修会の実施に取り組みます。

3 子供の発達に心配のある保護者を対象に、日常生活での適切な子供への関わり方を学

ぶことや、参加者同士で悩みを共有し支え合う講座の実施などに取り組みます。

主な取組③

　幼稚園・保育所等、学校、保護者が相互に連携し、支援対象となる児童の早期発見と切れ目のない

発達支援体制を充実していきます。　

子供の発達支援体制の充実施策２

子供の発達支援体制の充実施策２
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基本目標Ⅰ「全ての子供の人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」

発達支援体制の強化

1 乳幼児期から成人期までの切れ目のない発達支援を行うため、保健・医療・福祉・教育等

の各分野が連携し、組織横断的な体制の強化に取り組みます。

2 障害のある子供に対するサービスの充実を図るとともに、様々な相談に適切に対応でき

る体制の整備に民間事業者等と連携して取り組みます。

主な取組④

子供に発達の遅れがあることが分かりま
したが、どう接していけばよいか試行錯
誤の毎日です。発達や障害に対しての講
習会などを定期的に開催してほしい。

（就学前児童の保護者）

発達障害のある子供がいます。

まだまだ障害特性に対し、療育などサービス
を増やしてほしいと思う。特性のある子供が
多い状況の中で発達のことを相談できる（発
達健診など）日を環境も含めて増やしてほし

い。

（就学前児童の保護者）

子供の発達や困り事の相談について、ど
こに相談すれば良いのか、利用方法は、
流れは、この悩みはココ、こういうのも使
えるよ、こういうサポートしてる教室があ
るよ、など分かりやすい発信があると助

かります。

（就学児童の保護者）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見

子供の発達支援体制の充実施策２
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基本目標Ⅰ「全ての子供の人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」

施 策 ３ 　 障 害 の あ る 子 供 へ の 支 援 の 充 実

主な取組

障害のある子供に対する手当等の支給

1 障害のある子供やその保護者への手当として、それぞれの要件に応じた各種手当の支給

に取り組みます。

2 障害のある子供の医療費の助成として、それぞれの要件に応じた各種助成に取り組みま

す。

3 特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者に対し、それぞれの要件に応じて、特別支援

教育就学奨励費の支給に取り組みます。

障害のある子供に対する保育の実施

1 医療機関や療育機関等との連携を図りながら、インクルーシブ保育を実施するための支

援に取り組みます。また、幼稚園・保育所等の職員の知識の拡充・スキルアップを図るた

めの研修会の実施や情報提供などを行い、保育の質のさらなる向上に取り組みます。

2 医療的なケアが必要な児童の受け入れ体制を構築する保育所等を支援し、医療的ケア児

の地域生活の向上に取り組みます。

主な取組①

主な取組②

障害のある子供への支援の充実施策3

障害のある子供への支援の充実施策3

障害のある子供に対するサービス等の充実

1 主に小学校入学前の子供を対象に、言語聴覚士が言葉の遅れや発音・吃音などに関する

相談を受け、必要に応じて専門機関を紹介することなどに取り組みます。

2 障害児通所支援や、日中活動系サービスなどの必要なサービスの提供や、就労に関する

相談支援などに取り組みます。

3 発達の状態等に応じ、最も学びを深められる就学先や適切な支援について保護者と一緒

に考える就学相談に取り組みます。　　　（再掲）

主な取組③ 障害のある子供への支援の充実施策3

　障害のある子供の発達や将来の自立、社会参加を支援します。
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支援体制の充実

1 障害のある子供に対するサービスの充実を図るとともに、様々な相談に適切に対応でき

る体制の整備に民間事業者等と連携して取り組みます。　　（再掲）

2 サービスの向上を目指し、障害児福祉サービスを行う市内の事業所を対象に連絡会を開

催し、意見交換や情報共有に取り組みます。

3 小・中学校の特別支援教室及び特別支援学級における指導や教育活動の充実を図ります。　

4 全ての小・中学校でユニバーサルデザインによる授業づくりや学習環境整備を進め、イン

クルーシブ教育システムの構築に取り組みます。

主な取組④ 障害のある子供への支援の充実施策3

差別がなく、みんながみんな、幸せ
に過ごせる世の中になってほしい。

（小学生世代）

全ての子供が平等に幸せに暮らせる生
活をすることは困難なこととは思います
が、少しでも多くの子供が救われる社会

になってほしい。

（就学児童の保護者）

障害のある人や高齢の人に対してユ
ニバサールデザインやバリアフリー
などがたくさんある羽村市にしてい

きたいと思う。

（小学生世代）
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C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見
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基本目標Ⅰ「全ての子供の人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」

施策４　社会的自立に困難を有する子供や
　　　　　　　　　　　　　その家庭への支援の充実

主な取組

相談・支援体制の整備

1 ニートやひきこもりなど、社会生活に困難を有する子供や、その家庭を支援するため、相

談会や講演会の実施、関係機関などと連携した対応に取り組みます。

2 包括的な支援体制を構築するため、継続的な支援や、多機関の協働による支援を一体的

に実施できるよう重層的支援体制の整備に向けた検討に取り組みます。

3 子供の非行やゲーム依存などの諸課題への対応として、広報はむら等による啓発やオン

ライン講座の実施、関係機関・団体等と連携したパトロールの実施などに取り組みます。

　

学校教育における支援の充実

1 スクールソーシャルワーカーの活用により、課題を抱える児童・生徒や保護者に対し、児

童・生徒を取り巻く環境の調整や問題解決に向けた支援に取り組みます。

2 児童・生徒の生活指導上の課題に対応し、問題行動等の未然防止を図るため、家庭と子

供の支援員を全校に配置し、登校支援や保護者への助言、相談支援に取り組みます。

3 小・中学校の特別支援教室及び特別支援学級における指導や教育活動の充実を図ります。　

（再掲）

4 全ての小・中学校でユニバーサルデザインによる授業づくりや学習環境整備を進め、イン

クルーシブ教育システムの構築に取り組みます。　　　（再掲）

主な取組①

主な取組②

社会的自立に困難を有する子供やその家庭への支援の充実施策4

社会的自立に困難を有する子供やその家庭への支援の充実施策4

ヤングケアラーへの支援の充実

1 保健・医療・福祉・教育分野などの様々な支援者が、ヤングケアラーについての認識を向

上させ、関係機関と連携した支援につなげていくことに取り組みます。

主な取組③ 社会的自立に困難を有する子供やその家庭への支援の充実施策4

　貧困などの経済的な困難、ニートやひきこもりなどの課題を抱える子供や、その保護者などを支援

していきます。
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子供の貧困などに対する支援

1 幼稚園・保育所等の施設利用料の無償化や実費負担となる費用の助成など、子育て世帯

の負担軽減と質の高い幼児教育・保育を受ける機会の確保に取り組みます。

2 生活困窮者に対し、自立相談支援事業をはじめとした、ニーズに応じた様々な事業の実

施・検討に取り組みます。

3 経済的な理由で教育にかかる費用の支出が困難な保護者に対し、学用品費や校外活動

費などの就学に必要な費用を支援します。また、学校行事等にかかる費用に対して保護

者負担の軽減を図ります。

4 高等学校等に入学する際に要する費用の調達が困難な保護者に対し、市内金融機関で受

ける入学資金等の融資に係る利子分等の支援に取り組みます。

5 市内で運営されている子ども食堂などの開催日等の周知や、運営事業者間の情報交換

等の機会の提供などに取り組みます。

6 就職面接会や専門員による各種就職相談会、就職セミナーなどを開催するとともに、関

係機関と連携し、相談者の抱える状況に応じた支援に取り組みます。

7 母子家庭・父子家庭の方や配偶者のいない女性の経済的自立と生活意欲の助長を図る

ため、事業の開始や技能習得などに必要な資金の貸付や手当の支給、医療費の助成など

に取り組みます。

主な取組④ 社会的自立に困難を有する子供やその家庭への支援の充実施策4

誰にも言えないことを誰かに
気軽に話せる場所・サービス
があると良い。相談ではなく
てただ話を聞いてほしい。

（高校生・大学生世代）

悩みを聞いてくれる場所が
欲しい。

（高校生・大学生世代）

両親や学校の先生以外の第三者
と気軽に話せる環境があると良い。

（高校生・大学生世代）

悩みや葛藤を自分とは知られずに、
自分のことを知らない人に話せた

ら、少し楽になれる時もある。

（高校生・大学生世代）

顔も何をしているかも全く
知らない人に相談できると
良い（LINEなどの活用）。

（高校生・大学生世代）

ヤングケアラーのいる家庭の悩みに
対しては、周りの大人や行政の連携が
解決のためには重要だと思う。日頃

から子供の変化を感じ取り話を聞く、
相談に乗り当事者の心身を軽くする

体制整備が必要だと思う。

(就学児童の保護者）

61

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見
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基本目標Ⅰ「全ての子供の人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」

施策５　小・中学校におけるいじめの防止・不登校への支援

主な取組

いじめの未然防止や早期発見・早期対応と不登校への支援

1 小・中学校における全教育活動を通じて、児童・生徒の自尊感情や自己肯定感を高めるこ

とに取り組みます。

2 「日常の観察」や「アンケート」、「面接」の実施などにより、児童・生徒の不安や悩みなどを

把握し、必要に応じて、適切な支援につなげていきます。

3 小・中学校で年3回に渡って「いじめに関する授業」を実施するほか、全教職員を対象に

「いじめに関する校内研修」を実施し、いじめの未然防止、早期対応に取り組みます。

4 「挨拶＋一言運動」を実施し、日頃から子供達の些細な変化を見逃さないよう取り組みま

す。さらに、「いつでも誰にでも相談週間」を実施し、担任だけでなく、学年の教員や専科

の教員、管理職にも相談できるようにしていきます。

5 児童・生徒の生活指導上の課題に対応し、問題行動等の未然防止を図るため、家庭と子

供の支援員を全校に配置し、登校支援や保護者への助言、相談支援に取り組みます。　

（再掲）

6 スクールソーシャルワーカーの活用により、課題を抱える児童・生徒や保護者に対し、児

童・生徒を取り巻く環境の調整や問題解決に向けた支援に取り組みます。　　（再掲）

7 不登校やいじめ、ヤングケアラー等、様々な困難を抱える児童・生徒一人一人にきめ細か

く対応するため、スクールカウンセラー等の専門人材を活用した相談体制の強化と関係

機関と連携した支援に取り組みます。

8 教育相談室や学校適応指導教室（ハーモニースクール・はむら）、校内別室指導教室によ

る支援などの取組を推進し、不登校児童・生徒に対する居場所づくりや学びの機会の保

障に取り組みます。

9 子育てに関する不安の解消に向けた適切な支援を行うため、「こども家庭センター」や教

育相談室などと連携した相談対応などに取り組みます。

主な取組① 小・中学校におけるいじめ・不登校の防止・支援施策5

　小・中学校の児童・生徒におけるいじめの未然防止や早期発見・早期対応、不登校の子供に対する支

援に取り組みます。
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基本目標Ⅰ「全ての子供の人格・個性が尊重され、権利が保障されるまち」

いじめがない皆がやさしい羽村
市にしていきたい。

（小学生世代）

不登校の子供や外国籍の子供など
が、学校以外で気軽に行けて勉強
を教えてくれる場所があるといい

と思います。

（就学児童の保護者）

いじめ、交通事故などの不安が
ない街であってほしい。

（中学生世代）

小学校高学年、中学生になって
から不登校になり相談できず悩
む人も多くいます。学校の先生
以外の専門家に相談できる場

が必要だと思います。

（就学児童の保護者）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見
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　 ２ 　 基 本 目 標 Ⅱ

妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの
切れ目ない保健・医療の確保

こどもの誕生前から幼児期までの
こどもの成長の保障と遊びの充実

☛こどもまんなか社会
の詳細は12ページを
参照してください。

全 て の 子 供 が 適 切 に 養 育 さ れ 、
切 れ 目 な く 健 や か に 成 長 で き る ま ち

基 本 目 標 Ⅱ で 実 現 を 目 指 す 「 こ ど も ま ん な か 社 会 」

子

供

２

０

代

・
３

０

代

青 年 期学 童 期 ・ 思 春 期こどもの誕生前から幼児期まで

子 育 て 当 事 者

共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大

地域子育て支援、家庭教育支援

基 本 目 標 Ⅱ と 「 こ ど も 大 綱 」 の 重 要 事 項 の 関 係 性

基 本 目 標 Ⅱ と 「 こ ど も 大 綱 」 の 必 要 事 項 の 関 係 性

☛「こども大綱」の重要事項や必要事項の詳細は14ページを参照してください。

6

乗り越える

7 9

こどもと
生活

12

喜びを実感

13

10 11

心身の成長

1

幸福な生活

2

8

3 4 5

基本目標Ⅱ「全ての子供が適切に養育され、切れ目なく健やかに成長できるまち」

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ロ ゴ
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　　妊娠・出産・子育てに関する支援の充実

　　子育て家庭を地域等で支える仕組みの充実

　市では、妊娠・出産期から子育て期にわたり、母子保健や育児に関する様々な悩みなどに円滑に対応

できるよう、保健師等が専門的な見地から相談支援を行うなど、切れ目のない支援に取り組んでいま

す。

　また、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、産後ケア事業の拡充による産

婦の心身の負担軽減や、子育て支援のための有効な情報発信、一人一人に寄り添った伴走型相談支

援等に取り組んでいます。

　児童福祉法の一部改正（令和６年４月施行）により規定された「こども家庭センター」の設置に向け、

統括支援員を中心とした一体的支援や支援プランの運用を試行するとともに、必要な人員・組織体制

についての検討を進めています。　

　　

　　就学前の子供の教育・保育に対する支援の充実 

　市における就学前の子供の教育・保育は、主に市内の幼稚園、認可保育所、認定こども園、家庭的保

育事業、認証保育所により提供されています。

　市内の幼稚園では、各園それぞれに特色のある幼児教育が行われており、保護者の選択により利用

されています。また、利用者の半数近くが市外からの利用者であり、広域的な利用が進んでいます。

　少子化の進行や共働き家庭の増加により、幼稚園を希望する利用者は減少する傾向が続いています。

　保育については、児童福祉法により、市町村に実施が義務付けられており、認可保育所、認定こども

園、家庭的保育事業等により実施しています。共働き世帯の増加などにより、保育需要はおおむね横

ばいの状況にありますが、少子化の進行が見込まれており、今後は保育需要も減少していくものと想

定しています。

　市では、市内幼稚園・保育所等が安定した運営を続いていくことができるよう、安全対策事業や物価

高騰緊急対策事業など、国や東京都などの財源を活用し、時機を捉えた様々な支援に取り組んでいま

す。

　また、年長児から小学校１年生の架け橋期の円滑な接続に主眼を置き、幼・保・小連携推進協議会に

おける取組を通じ、幼稚園・保育所・認定こども園・小学校・特別支援学校の連携の促進が図られるよ

う取り組んでいます。　

　　就学期への移行支援と子供たちの豊かな心の育成 
　市では、小中一貫教育を学校教育の柱として、基礎的・基本的な学力を身に付けるとともに、小学校

１年生からの英語教育や人間学（キャリア教育）など、市独自の特色ある教育活動を実施しています。

　また、児童・生徒一人一人の能力を最大限に伸ばすため、多様なニーズに応じた特別支援教育の推

進、教育相談体制の充実など、子どもたちの生きる力の育成に取り組んでいます。　

基本目標Ⅱ「全ての子供が適切に養育され、切れ目なく健やかに成長できるまち」

現 状 と 課 題
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施 策 １ 　 妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て に 関 す る 支 援 の 充 実

主な取組

妊娠期における支援

1 母子健康手帳交付時の保健師による面談や妊婦健康診査などを通して、妊婦の健康状態

の把握や母子保健サービスの紹介などを行い、母体と胎児の健康の確保及び増進に取り

組みます。

2 妊娠、出産、育児に主体的に臨むことができるよう、母親・父親に対する正しい知識の普

及啓発や学習・体験の機会の提供、相談支援に取り組みます。

出産後の母子に対する支援

1 乳児家庭への訪問、各種乳幼児健康診査を通して、発育・発達の確認と疾病や異常の有

無や養育環境の把握に取り組みます。

2 妊産婦や子育て中の保護者と子供の心身の健康管理や育児不安の解消が図られるよう、

医師や保健師・管理栄養士等の専門職による相談機会の提供に取り組みます。

3 年齢に応じた歯科健康診査や保健指導、フッ化物塗布による予防処置の実施により、歯

科疾患の早期発見・早期治療を図り、乳幼児の歯科保健の向上に取り組みます。

4 産後の母子がいる家庭への助産師の訪問や、母子が助産所等に通所又は宿泊すること、

またヘルパーによる訪問などにより、心身のケアや育児のサポートに取り組みます。

5 定期予防接種の対象者に対し、接種時期・接種間隔などの正しい知識の情報提供と接種

勧奨を行い、感染の恐れがある疾病の発生やまん延の防止に取り組みます。

主な取組①

主な取組②

妊娠・出産・子育てに関する支援の充実施策1

基本目標Ⅱ「全ての子供が適切に養育され、切れ目なく健やかに成長できるまち」

妊娠・出産・子育てに関する支援の充実施策1

　全ての妊産婦が安心して子供を生み、子育てができるよう、母親や乳幼児等の健康の確保と増進、

保護者の育児不安の解消等に取り組みます。　
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特別な支援が必要な子供・家庭に対する支援

1 健康上の課題や発達面などで経過観察が必要な乳幼児に対し、小児科医による診察や、

保健師・管理栄養士による個別相談などに取り組みます。また、心理面での経過観察が必

要な幼児には、心理相談員が定期的に面談を行い、健康面や情緒面に関する相談を行い

ます。

2 精密検査が必要な母子に対し、医療機関等で検査を受ける受診票を交付し、疾病や異常

の早期発見・早期治療に取り組みます。

　

主な取組③ 妊娠・出産・子育てに関する支援の充実施策1

基本目標Ⅱ「全ての子供が適切に養育され、切れ目なく健やかに成長できるまち」

出産したばかりの時に育児で
気をつけること、赤ちゃんとの
接し方などを実践的に受けら
れる講座などがあると良い。

（高校生・大学生世代）

相談窓口を充実したり、妊婦
への手当を充実してほしい。

（高校生・大学生世代）

子育て支援が充実している
街であってほしい。

（中学生世代）

知らない事業・サービスがたくさ
んあると思いました。もっと発信
して認知してもらうことで、困っ
ていることや悩んでいることの

助けになると思います。

（就学児童の保護者）

給付金などにより、子供を
産みやすいようにしてほし

い。

（高校生・大学生世代）

子育てに関するサービスを使い
たいけど、使っていいのか分か
らなかった。詳しく知ったり、気
軽に使えると良いと思います。

(就学前児童の保護者）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見
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施 策 ２ 　 子 育 て 家 庭 を 地 域 等 で 支 え る 仕 組 み の 充 実

主な取組

子育て支援体制の構築

1 全ての妊産婦、子育て世帯、子供を対象とし、母子保健機能と児童福祉機能との一体的

な相談支援を行う「こども家庭センター」を整備し、子供や子育て家庭の支援に取り組み

ます。　　（再掲）

2 伴走型相談支援による面談等の機会を活用し、子育てに関する情報提供や支援メニュー

へのつなぎと、関係機関と連携した支援を提供し、養育困難や児童虐待の未然防止に取

り組みます。

3 子育てに関するサービスや情報を伝えられるよう、羽村市公式LINEなどの各種媒体を

活用した情報提供・情報発信に取り組みます。

4 関係機関を対象とした研修会の実施や、子育て支援に関する最新の情報を提供すること

により、関心や知識を高め、子育て支援体制の充実に取り組みます。

主な取組① 子育て家庭を地域等で支える仕組みの充実施策２

基本目標Ⅱ「全ての子供が適切に養育され、切れ目なく健やかに成長できるまち」

子育て当事者のネットワークづくりとその活用推進

1 認可保育所や児童館などのそれぞれの地域で行う地域子育て支援事業のほか、各幼稚

園・保育所等で実施する子育て支援の取組によって、子育て中の保護者の交流や親子の

仲間づくりの場や、子育てサークルの育成・支援、子育て相談、子育て関連の情報提供な

どに取り組みます。

2 両親学級や各種教室など、妊婦や子育て家庭の交流の機会を提供し、情報交換や仲間づ

くりを促すことで、育児不安や孤立感の軽減を図ります。

3 地域住民が子育てサロンや交流の場などを主催する「小地域ネットワーク活動」といった

関係機関等が実施する事業に対する支援を行うことで、地域での子育てや子供たちの交

流を推進します。

主な取組② 子育て家庭を地域等で支える仕組みの充実施策２

　子育て家庭が、身近な地域で安心して子育てができるよう、地域全体で支援していく体制の充実を

図ります。　
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子育て支援の充実

1 地域の子育て家庭を対象とした育児相談の場を設けるなど、保育所等が保育の専門性を

生かして実施する取組などの支援を行います。また、中核的な相談機関である「こども家

庭センター」との情報共有・連携を行うことで、多様な家庭環境等に対する支援体制の充

実を図っていきます。

2 ファミリー・サポート・センター　事業や、子育てボランティアの育成・活動などによって、

地域の子育ての輪を広げ、地域で子育てを支援する環境づくりに取り組むことで、地域

の子育て力を高めていきます。

主な取組③ 子育て家庭を地域等で支える仕組みの充実施策２

基本目標Ⅱ「全ての子供が適切に養育され、切れ目なく健やかに成長できるまち」

自分が子育てをする時に、両親が近
くに住んでいない場合、たくさん悩ん
で自分の心が辛くなってしまうので

はないかという不安がある。

（高校生・大学生世代）

自分に子供ができた時に、
安心して子育てすることが
できるか不安に感じる。

（高校生・大学生世代）

周りの協力がないと子育
ては大変だなと思う。

（高校生・大学生世代）

子供たちが安全・安心に生活できる
環境は、家庭だけでなく社会の支援
があって成り立つと痛感している。
親の心にゆとりがあることが必要だ

と思います。

(就学前児童の保護者）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見
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施 策 ３ 　 就 学 前 の 子 供 の 教 育 ・ 保 育 に 対 す る 支 援 の 充 実

主な取組

教育・保育の提供体制の確保

1 幼稚園・保育所・認定こども園等の施設類型を問わず、就学前の子供の発達過程に応じ

た質の高い幼児教育・保育を提供することができるよう、国や東京都の取組などを活用

した支援に取り組みます。

2 幼稚園・保育所等に対する第三者評価等を通じた運営改善に対する支援や指導検査の実

施などにより、適正な運営及びサービスの質の確保に対する支援に取り組みます。

3 幼稚園・保育所等の認定こども園への移行や、幼稚園の子ども・子育て支援新制度への

移行などについて、手続きの確認・調整や、施設に対する情報提供・相談対応などに取り

組みます。

4 保育人材の確保や保育士の業務負担の軽減などを支援することで、保育環境の充実に取

り組みます。

主な取組① 就学前の子供の教育・保育に対する支援の充実施策３

基本目標Ⅱ「全ての子供が適切に養育され、切れ目なく健やかに成長できるまち」

　就学前の子供が健やかに成長することができるよう、幼稚園・保育所等の運営に対する支援や多様

なニーズに応じた保育サービスの実施に取り組みます。　

多様なニーズに応じた保育サービスの実施

1 医療機関や療育機関などとの連携や、配慮が必要な子供をはじめたとした個々に応じた

保育を実施するための支援に取り組みます。また、保育士等のスキルアップなど、各施設

における保育の質を向上するための支援に取り組みます。

2 自宅等で保育を実施する家庭的保育事業や、多様化する保育ニーズに対して民間事業者

が行う認証保育所事業などに対する支援に取り組みます。

3 就労形態の多様化や通勤時間の長い保護者のニーズに対応するため、延長保育事業や

休日保育事業、定期利用保育事業に取り組みます。

4 子供が病気中又は病気の回復期にあって、集団保育が困難な場合に、保育園や医療機関

等に併設された専用スペースで保育を行う病児・病後児保育事業に取り組みます。

　

主な取組② 就学前の子供の教育・保育に対する支援の充実施策３
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基本目標Ⅱ「全ての子供が適切に養育され、切れ目なく健やかに成長できるまち」

在宅未就園児に対する支援

1 保護者の育児疲れの解消、短時間労働、急病、冠婚葬祭などの理由により、緊急・一時的

に就学前の子供の保育が必要となる場合に、認可保育所や認定こども園等で預かる事業

の支援に取り組みます。

2 幼稚園等で通常の教育時間の前後に、保護者の要望に応じて児童を預かる事業の支援

に取り組みます。

3 在宅で子育てを行う家庭の孤立防止や養育力の向上、育児不安の軽減などを目的に、保

護者の就労等の有無にかかわらず、幼稚園等で就学前の子供を預かる事業の支援に取り

組みます。

4 保護者の疾病、出産、看護、冠婚葬祭、育児疲れなどの理由により、就学前の子供等を保

育できない場合に、原則として7日以内の期間、乳児院・児童養護施設で預かる事業に取

り組みます。　

主な取組③ 就学前の子供の教育・保育に対する支援の充実施策３

子供を預けるサービスを充実させて
ほしい反面、保育士の負担は大きい

と思います。

(就学前児童の保護者）

子供が保育園に入園してからありが
たさを感じている。様々な体験をさ
せてくれています。それを担う保育
士さんの待遇が少しでも良くなって

いくことを願います。

(就学前児童の保護者）

病児保育など、親が体調不
良の場合の預け先が拡充さ

れると良いと思います。

(就学前児童の保護者）

平日は保育園を利用していますが、
夫が土日も出勤することがあり、ワ
ンオペで子供と過ごすことに若干辛

さを感じています。

(就学前児童の保護者）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見
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施 策 ４ 　 就学期への移行支援と子供の豊かな心の育成

主な取組

乳幼児期から就学期への移行支援

1 一人一人の多様性に配慮した上で、全ての子供の学びや生活の基盤づくりができるよう、

「羽村市の架け橋期のカリキュラム」に基づき、幼稚園・保育所・認定こども園と小学校・特

別支援学校間の連携の充実に取り組みます。

2 対応に配慮が必要な児童が安全・安心な生活を送ることができるよう、幼稚園・保育所・

認定こども園と小学校・学童クラブ・放課後子ども教室及び障害児通所支援事業所間の

連携の充実に取り組みます。

主な取組① 就学期への移行支援と子供の豊かな心の育成施策４

基本目標Ⅱ「全ての子供が適切に養育され、切れ目なく健やかに成長できるまち」

特色ある学校教育の充実

1 ＡＬＴ（外国語指導助手）を小学校1年生から活用することにより、コミュニケーションを図

る資質・能力の育成や発信力（書く・話す力）の強化など、英語教育の充実に取り組みます。

2 オーケストラ鑑賞教室などを通じて、豊かな感性や情操を育む音楽教育の充実に取り組

みます。

3 キャリア教育を基盤とする学習などを通じて、学ぶことや働くことに対する考え方を身に

つけ、自らの生き方に主体的に取り組み、実践しようとする態度の育成に取り組みます。

4 「特色ある学校づくり交付金」を活用し、児童・生徒や地域の特性を生かした教育活動の

推進に取り組みます。

5 人権教育や道徳教育、「総合的な学習の時間」等を活用し、児童・生徒の自尊感情や自己

肯定感を高めることに取り組みます。

6 義務教育9年間の各教科の学びにおいて、ＩＣＴ機器を効果的に活用しながら、学級やグ

ループ等の中で「協働的な学び」を推進し、生きる力を育む教育の実現に取り組みます。

7 一人一人の成長や学習でのつまずき、学習進度等を的確に捉え、「個別最適な学び」を推

進し、児童・生徒の可能性を引き出す教育の実現に取り組みます。

8 図書館司書と学校の司書教諭の連携、図書館システムとの連携を図ることにより、児童・

生徒の読書活動の支援に取り組みます。

9 中学校教員による小学校への乗り入れ授業や、小学校同士の合同授業、家庭学習の共通

した取組など、小・小連携と小・中の滑らかな接続に取り組みます。

主な取組② 就学期への移行支援と子供の豊かな心の育成施策４

　　幼稚園・保育所等から小学校への円滑な接続の支援と、児童・生徒一人一人の能力を最大限に伸

ばすための生きる力の育成に取り組みます。
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基本目標Ⅱ「全ての子供が適切に養育され、切れ目なく健やかに成長できるまち」

多様なニーズに応じた教育活動の推進

1 教育相談室や学校適応指導教室（ハーモニースクール・はむら）などにおいて、きめ細か

な相談と支援に取り組みます。

2 教員の専門性の向上を図る研修の実施や、特別支援教育支援員等の小・中学校への配置

などにより、通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童・生徒に対する支援に取り

組みます。

3 スクールソーシャルワーカーの活用により、課題を抱える児童・生徒や保護者に対し、児

童・生徒を取り巻く環境の調整や問題解決に向けた支援に取り組みます。　（再掲）

4 児童・生徒の生活指導上の課題に対応し、問題行動等の未然防止を図るため、家庭と子

供の支援員を全校に配置し、登校支援や保護者への助言、相談支援に取り組みます。　

（再掲）

5 特別支援教育介助員の小・中学校への配置などにより、特別支援学級に在籍する児童・

生徒に対する適切な支援体制の充実に取り組みます。

主な取組③

市の幼稚園・保育園・小学校・中学校
の先生方が交流し、子供をまんなか
に置いた社会について話し合っても

らえたら嬉しいです。

(就学前児童の保護者）

幼稚園・保育園と小学校との連携を
強化してほしい。園児の小学校見学
だけでなく、小学校教諭の園見学や
学校のイベントへの園児の参加など

があると良いと思います。

(就学児童の保護者）

小学校の入学に向けて不安を抱え
ている保護者は多いと思うので、
手厚い支援をお願いしたいです。

(就学前児童の保護者）

学校について知りたい保護
者や園児が学校や児童の様
子を直接見ることができる
機会を増やしてほしいです。

(就学児童の保護者）

保育園が充実していますが、
小学校に入ると保護者との
交わりが薄れ、実態がつかみ

づらくなります。

(就学児童の保護者）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見

就学期への移行支援と子供の豊かな心の育成施策４
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　 ３ 　 基 本 目 標 Ⅲ

こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供

妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの
切れ目ない保健・医療の確保

こどもの誕生前から幼児期までの
こどもの成長の保障と遊びの充実

居場所づくり　 心身の健康等の情報提供や
こころのケアの充実

☛こどもまんなか社会
の詳細は12ページを
参照してください。

全 て の 子 供 が 幸 せ に 成 長 で き る
家 庭 や 環 境 が あ る ま ち

基 本 目 標 Ⅲ で 実 現 を 目 指 す 「 こ ど も ま ん な か 社 会 」

子

供

２

０

代

・
３

０

代

青 年 期学 童 期 ・ 思 春 期こどもの誕生前から幼児期まで

子 育 て 当 事 者

共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大

地域子育て支援、家庭教育支援

こども・若者の社会参画・意見反映

基 本 目 標 Ⅲ と 「 こ ど も 大 綱 」 の 重 要 事 項 の 関 係 性

基 本 目 標 Ⅲ と 「 こ ど も 大 綱 」 の 必 要 事 項 の 関 係 性

☛「こども大綱」の重要事項や必要事項の詳細は14ページを参照してください。

社会で活躍

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」

心身の成長

1 2

生き抜く力

3

将来を
切り開く

4

可能性を
広げる

5

6

乗り越える

7 8 9

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ロ ゴ

こどもと
生活

12

喜びを実感

13

10 11
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　　子供と保護者の健康の確保・増進

　乳幼児期は、子供の健やかな発育・発達及び健康の確保・増進の基盤となる時期であり、望ましい食習慣

や生活習慣の形成に極めて大きな役割を果たす時期となります。

　市では、子供が食生活を始めとする基本的な生活習慣を身に付けることができるよう、乳幼児健康診査や

各種講座等において、子供の成長過程に応じた栄養指導や普及啓発に取り組んでいます。さらに、子供自身

が自分の健康に関心をもち、主体的に健康作りに取り組めるよう、食や生活習慣に関する学習・体験の機会

の充実を地域全体で図っていく必要があります。

　また、新型コロナウイルス感染症の流行は、専門医療と地域医療機関の連携、医療提供体制の確保・充実の

必要性を浮き彫りにしました。子供やその保護者が体調不良時に適切な治療が受けられるよう安全・安心な

医療体制の整備が求められています。

　市では、公立福生病院への運営支援や、休日診療・休日歯科診療などを通じて、地域医療の充実に取り組

んでいます。

　　

　　子育て力の向上

　共働き世帯の増加や核家族化の進行、地域とのつながりの希薄化等による家庭や地域における養育力の

低下、全ての子供を地域社会全体で見守り、育てていくことが必要とされるなど、子供の育成を支援するた

めの取組が更に重要となっています。令和5年度に東京都が行った調査では、「住む地域に友達や家族が住

んでいない保護者は、子育てと仕事等の両立に悩んでいる割合が高い」という結果が出ています（令和5年

度実施 東京都子供政策連携室 とうきょうこどもアンケート）。

　市では、こうした状況を踏まえつつ、子育て中の保護者の仲間作りや、保護者が自分の都合に合わせて学

べるオンラインによる子育てに役立つ研修動画の配信などに取り組んできました。令和6年度から開始した

「保育所等における地域の子育て支援事業」や、幼稚園・保育所等が独自に取り組む相談事業等は、在宅で

子育てを行う家庭の孤立防止や養育力の向上、育児不安の軽減につながる取組で、市内の幼稚園・保育所

等が地域の子育て支援拠点としての役割を担っています。

　引き続き、在宅の子育て家庭や身近に相談相手のいない保護者に対する支援に、地域の関係機関との連

携を図りながら、取り組んでいく必要があります。

　

　　　

現 状 と 課 題

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」
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　　地域で育む子供の健全な育成

　子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、学校、地域、家庭が連携を深めていくことが更に重要と

なっています。

　遊びや体験活動は子供の健やかな成長の原点です。家庭や地域、学校、民間団体等が連携・協働し、子供

の年齢や成長段階に応じて、自然体験や文化芸術体験などの多様な体験と外遊びを含む様々な遊びができ

る環境を作っていくことが求められています。さらに、子供の読書活動も生きる力を身に付けていくうえで

必要です。

　こうした状況を踏まえ、市ではこれまでも、青少年健全育成の日における子どもフェスティバルや、子ども

体験塾、夢チャレンジセミナーなど、様々なイベントの開催等を通じて、青少年が豊かな人間性と社会性を身

に付けるための支援に関係団体と協力して取り組んできたほか、様々な機会を通じた子供の読書活動の推

進に取り組んできました。

　また、全小・中学校にコミュニティ・スクールを導入し、地域住民や保護者の学校運営への参画を促進し、地

域に根差した特色ある学校づくりに取り組んでいます。

　　居場所づくり

　少子化の進行や共働き家庭の増加により、「放課後、自宅に家族がいない」、「近所に同年代の子供が少な

い」、「自由に遊べる場所が減った」などの状況が生じ、子供が居場所を持つことが難しくなっています。

　国が令和5年12月に策定した「こどもの居場所づくりに関する指針」では、子供が過ごす居場所とは、「物

理的な「場」だけでなく、遊びや体験活動、オンライン空間といった多様な形態をとり得る」とされており、「こ

どもが過ごす場所、時間、人との関係性全てが、こどもにとっての居場所になり得る」とされています。

　また、令和5年度に実施した「羽村市子ども・子育てに関する調査」などでは、長期休業期間などを中心に、

小学校高学年の児童や中・高校生の居場所づくりなどが求められています。

　これらを考慮し、これまでの取組に加えて、関係機関、関係団体との連携を図りながら、子供のニーズを踏

まえた居場所づくりに取り組む必要があります。

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」
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施 策 １ 　 子 供 と 保 護 者 の 健 康 の 確 保 ・ 増 進

食事・食育に関する学び・体験の提供

1 子供の成長段階に応じた栄養・食生活について、講習会や調理体験などによる学びの機

会の提供に取り組みます。

2 各種の乳幼児健康診査、育児相談等において、管理栄養士による相談や、健康教育を実

施し、望ましい食生活に関する情報の提供に取り組みます。

3 給食センターと連携し、小・中学校の学校給食を通した食育の指導を行い、心身の健全育

成に努めます。また、学校給食に地場産の農産物を使用することで、地産地消に努めます。

4 小学校の「羽村学（郷土学習）」の一環として、子供が稲作体験を行い、収穫したお米を食

べることで、食への理解を深めます。

スポーツや運動などによる健康な体作りの推進

1 子供が遊びを通じて体を動かす楽しさを知り、運動習慣を身に付けることができるよう

スポーツ教室・イベントの実施に取り組みます。　

2 健康に関する情報の提供や、成長に応じた健康診査・健康相談等を行うとともに、自主的

な健康づくりを支える環境の充実を図ります。

3 生涯に渡って健康で暮らすため、子供の年代に合わせたスポーツの機会を提供し、ス

ポーツを習慣とする啓発活動に取り組みます。

4 子供が規則正しい生活習慣を身に付けることができるよう、保護者に対する意識啓発や

講座の実施に取り組みます。

主な取組①

主な取組②

子供と保護者の健康の確保・増進施策1

主な取組

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」

　子供の食事や栄養、スポーツなどの運動に関する普及啓発、十分な睡眠を確保するなどの規則正し

い生活習慣に関する理解を深めることで、健やかな成長を育む基礎をつくります。

子供と保護者の健康の確保・増進施策1
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保健・医療機関との連携

1 子供がいつでも適切な医療を受けられるよう公立福生病院の運営支援に取り組み、地域

の医療機関との連携による医療体制の整備に取り組みます。

2 各種健康診査やがん検診等の実施により、子育て世代が疾病の早期発見・早期治療に取

り組めるよう支援します。

主な取組③

子供が生まれてから保健師
さんが家庭を訪問してくれ
たり、乳幼児健診や相談事
業などがありがたいです。

（就学前児童の保護者）

親子で思いっきり体を動か
したり、スポーツできるイベ
ントがあれば楽しめると思
います（小学生以下の親子
を含めて体育館、広場でで

きること）。

（就学前児童の保護者）

保育園や保健センター、児童
館など親身に相談にのって
もらえてとても安心します。

（就学児童の保護者）

小児科が少ないと思います。

（就学前児童の保護者）

子供たちを安心して育てら
れるように、医療体制の充

実を希望します。

（就学児童の保護者）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」

子供と保護者の健康の確保・増進施策1
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施 策 ２ 　 子 育 て 力 の 向 上

主な取組

子育てに関する学習・交流機会の充実

1 子育て中の保護者が、子供の発育・発達や生活習慣、子育てに関するスキル等を身に付

けることができるよう、子供の成長段階に応じた学習の機会の提供に取り組みます。

2 子供の発達に心配のある保護者を対象に、日常生活での適切な子供への関わり方を学

ぶことや、参加者同士で悩みを共有し、支え合う講座の実施などに取り組みます。　

　　　（再掲）　

3 子育て中の保護者が、自身の都合に合わせて自宅などで参加できる学習や交流の機会

の提供に取り組みます。

相談事業の実施

1 妊産婦や子育て中の保護者と子供の心身の健康管理や育児不安の解消が図られるよう、

医師や保健師・管理栄養士等の専門職による相談機会の提供に取り組みます。　（再掲）

2 地域の子育て家庭を対象とした育児相談など、幼稚園・保育所等が幼児教育・保育の専

門性を生かして実施する取組などの支援を行います。　（再掲）

主な取組①

主な取組②

子育て力の向上施策２

子育て力の向上施策２

　　子育てに関するスキルの養成、保護者同士の仲間作り、相談機会の提供、各種講座の実施などを

通して、家庭における養育力の向上を図り、誰もが安心して子育てができる環境を整備します。

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」



第 四 章 　 　 施 策 の 具 体 的 な 展 開

81

主な取組③ 子育て力の向上施策２

子育てに関する知識・情報提供の実施

1 乳幼児健康診査や各種講座等の機会を通じて、乳幼児期の子供の成長に関する正しい知

識や保護者の役割、家庭環境作りなどに関する情報の提供に取り組みます。

2 保護者向けの絵本の読み聞かせ指導や図書館の利用方法、絵本の紹介など、読書活動の

啓発に取り組みます。

3 子供が基本的な生活習慣や生活能力などを身に付けることや、保護者が主体的に安心し

て子育てや家庭での教育を行えるよう、家庭や地域に向けた情報提供や学習機会の提供

に取り組みます。

4 子供や子育て家庭が、必要な時期に必要な情報を受け取ることができるよう、市公式

LINEなどを活用した情報発信に取り組みます。　（再掲）

子育て中の方と連絡を取り合えるよ
うになるまでが孤独だったと感じてい

ます。

（就学前児童の保護者）

子育てに関する支援策など
をしっかり周知したり、もっ
と見える化して欲しいです。

（就学前児童の保護者）

子供の接し方に悩むことがあり、講座や講
演会があれば参加したいと思いますが、

なかなか忙しく機会に恵まれません。今後
も動画配信など、時間を問わず参加でき
るようにしてもらえるとありがたいです。

（就学前児童の保護者）

V O I C E

育児相談は毎月あって
とても助かっています。

（就学前児童の保護者）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」

子育て等で相談できる窓口
はありますが、その悩みを解
決することはできていないと
思うので、もっと専門的な人

材が必要だと思います。

（就学児童の保護者）
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施 策 ３ 　 地 域 で 育 む 子 供 の 健 全 な 育 成

体験活動や読書活動の提供

1 子ども体験塾や子どもフェスティバル等の体験活動など、子供に学びや体験の機会を提

供し、健全な育成と、広い視野・社会性を育むことに取り組みます。

2 子供の探求心・好奇心を育めるよう、羽村市の恵まれた自然環境や地域の歴史に触れる

文化事業、平和啓発等の学習事業などに取り組みます。

3 子供に本に親しむことの楽しさを伝え、読書活動を習慣化するための機会の提供などに

取り組みます。

子供に関する関係機関・関係団体との連携

1 町内会・自治会や、青少年対策地区委員会等の活動を支援することにより、青少年の健全

な育成の推進に取り組みます。

2 関係機関・関係団体等を含めた会議体を設置し、子供を取り巻く状況などの情報共有・意

見交換を行う中で、子供の社会参画・意見表明機会の創出が進むよう取り組みます。

3 子供の非行防止などを図るため、広報はむら等による意識啓発や関係機関・関係団体等

と連携したパトロールの実施などに取り組みます。 　（再掲）

主な取組①

主な取組②

地域で育む子供の健全な育成施策3

地域で育む子供の健全な育成施策3

主な取組

　子供の社会性と人間性を育むことや成長段階における不安や悩みなどの解消の支援に取り組むこ

とで、心身の健やかな成長を促します。

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」
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コミュニティ・スクールの推進

1 全小・中学校へのコミュニティ・スクール（学校運営協議会を置く学校）の設置により、地

域住民や保護者の学校運営への参画を促進し、地域に根差し、子供を地域全体で育む、

地域とともにある学校づくりに取り組みます。

主な取組③ 地域で育む子供の健全な育成施策3

市や地域の皆さんから応援されてい
ると実感するとやる気が出る。

やりたいという気持ちを最大限伸ば
せるような環境づくりをしてほしい。

（高校生・大学生世代）

いつも子供達を見守って頂いている方々に感謝して
います。子供が自立するまで、制限なく立ち寄る事が
出来る場所を作り、地域で子供を育てていくシステム

づくりが緊急課題と考えます。

（就学児童の保護者）

小学校に登校する途中でボランティア
の人たちが信号などで誘導してくれた

ので、事故もなく毎日登校できた。

（高校生・大学生世代）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」
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施策４　居場所づくり

居場所の提供と充実

1 学童クラブ事業について、利用対象学年の拡充や、学校施設の活用、運営の委託化など

を検討し、学童クラブの利便性の向上と更なる育成の質の向上に取り組みます。

2 小学校の校庭や余裕教室等を活用した放課後子ども教室について、開室日数や活動内容

を検討し、事業の充実を図ります。

3 教育相談室や学校適応指導教室（ハーモニースクール・はむら）、校内別室指導教室によ

る支援などの取組を推進し、不登校児童・生徒に対する居場所づくりや学びの機会の保

障に取り組みます。　（再掲）

4 スポーツセンターや生涯学習センターゆとろぎ、児童館、公園等の既存の公共施設などを

活用し、市民、地域団体、事業者との連携・協働による子供と保護者の居場所づくりに取

り組みます。

5 障害のある児童・生徒に対して、放課後や休日に生活能力向上のための支援や、社会との

交流機会を充実させるため、放課後等デイサービスの利用などの支援に取り組みます。

6 「子ども食堂」などの運営を行う団体との意見交換・情報共有を行い、各団体の取組を周

知することや、支援が必要な子供を市や関係機関につなぐことなど、民間事業者等によ

る子供の居場所づくりの支援に取り組みます。

7 関係機関・関係団体等を含めた会議体を設置し、子供を取り巻く状況などの情報共有・意

見交換を行うことで、地域で子供を育むことに取り組みます。　（再掲）

　

主な取組① 居場所づくり施策4

主な取組

　子供の居場所には、様々なニーズへの対応が求められていることから、関係機関・関係団体との連

携や既存施設の活用などによる居場所づくりを進めます。

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」
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学童クラブや放課後子ども教
室の開所時間や日数を増やし

てもらえたら嬉しいです。

(就学前児童の保護者）

学童クラブを学校の近くに
して欲しいです。

(就学前児童の保護者）

子供が小学生の間は長期休みの
期間だけ預かってくれるような場

所があるといいです。

(就学前児童の保護者）

学童クラブを小学校6年生
までに延長してほしいです。

(就学前児童の保護者）

学校や塾にも通えない子供達が
学習できる地域の施設がある

といいと思います。

(就学前児童の保護者）

フリーWi-Fiのニーズは高い。

（高校生・大学生世代）

子供が魅力を感じ、この街に
住みたい環境に投資（誘致）

してほしい。

（高校生・大学生世代）

勉強できる環境があると良い。

（高校生・大学生世代）

小学生や中学生が遊べる
場所がもっと欲しい。

（高校生・大学生世代）

居場所に大切なことは、

「誰かがいること」「さみしくな
いこと」だと思う。

（高校生・大学生世代）

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見

基本目標Ⅲ「全ての子供が幸せに成長できる家庭や環境があるまち」
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　 ４ 　 基 本 目 標 Ⅳ

　

 

☛こどもまんなか社会
の詳細は12ページを
参照してください。

全 て の 子 供 が 意 見 を 表 明 し 、 参 画 で き る ま ち

基 本 目 標 Ⅳ で 実 現 を 目 指 す 「 こ ど も ま ん な か 社 会 」

子

供

２

０

代

・
３

０

代

青 年 期学 童 期 ・ 思 春 期こどもの誕生前から幼児期まで

子 育 て 当 事 者

こども・若者の社会参画・意見反映

基 本 目 標 Ⅳ と 「 こ ど も 大 綱 」 の 重 要 事 項 の 関 係 性

基 本 目 標 Ⅳ と 「 こ ど も 大 綱 」 の 必 要 事 項 の 関 係 性

☛「こども大綱」の重要事項や必要事項の詳細は14ページを参照してください。

12 13

1 3 4 5

7 8 9

幸福な生活

2

社会に参画

6

10 11

基本目標Ⅳ「全ての子供が意見を表明し、参画できるまち」
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ロ ゴ
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　　子供の社会参画・意見表明機会の充実

　令和５年４月に「こども基本法」が施行され、「こども施策」に関する基本理念、国や地方公共団体の責務等

が明確化されました。そして、「こども基本法」に基づき、「こども施策」を総合的に策定・実施するため、同年

12月に「こども大綱」を閣議決定されました。

　「こども基本法」では、「こども施策」の基本理念の中で、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度

に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する

機会が確保されること」、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、

その最善の利益が優先して考慮されること」が掲げられています。

　また、「こども大綱」では、「こどもまんなか社会」が目指す社会の一つに、「自らの意見を持つための様々な

支援を受けることができ、その意見を表明し、参画できる社会」が掲げられています。

　市では、これまでも子供を対象とした意見聴取の取組として、はむら若者会議の取組や、市制施行30周年

記念事業としての「若者世代向けの市民ワークショップ」を実施してきました。

　第六次羽村市長期総合計画の策定では、市内小・中学校の児童・生徒や、東京都立羽村高等学校、包括連

携協定を締結している杏林大学の生徒に協力していただき、市のまちづくりに必要な取組に関する検討な

どを行ってきました。

　このほかにも、各部署が運営する会議体などの委員に、若い世代の市民を登用することや、各部署が実施

する事業の中で、子供の意見を聞くこと、事業に参加した子供が、自身が学んだこと・経験したことを発表す

る機会の提供などに取り組んできました。

　今後の子供・子育て施策の推進を図る上では、子供が自身の意見を表明し、参画することができる機会を

確保することなどを念頭に、市民・団体・事業者とともに取り組んでいくことが必要となります。

基本目標Ⅳ「全ての子供が意見を表明し、参画できるまち」

現 状 と 課 題
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施 策 １ 　 子 供 の 社 会 参 画 ・ 意 見 表 明 機 会 の 充 実

社会参画・意見表明しやすい環境づくり

1 子供を大人と同様に一人の権利の主体として捉え、子供が社会に参画し、自らの意見を

表明する機会が創出されるよう、「こども基本法」や「こどもの権利条約」の趣旨などにつ

いて、市民・事業者への周知に取り組みます。

2 各部署が所管する会議体で、子供の登用を促進し、子供・子育てに関する施策に子供の

意見を反映すること、その意見をフィードバックすることに取り組みます。

3 各部署が実施するそれぞれの事業において、子供の参画や、子供の意見を聞き、意見を

表明する機会の創出や、子供が自ら考え、主体的に行動する意識の醸成に取り組みます。

4 児童館や学童クラブ、放課後子ども教室などの事業で、将来教員や保育士を目指す若者

や、子供と関わることが好きな若者の参画を促します。

5 国や東京都、民間団体等の取組などの好事例を参考に、子供との意見交換や意見聴取の

取組を検討し、実施します。

関係機関・民間団体等との連携の強化

1 教育・保育施設等との連携の強化を図り、子供の社会参画・意見表明機会の充実に取り

組みます。

2 関係機関・関係団体等を含めた会議体を設置し、子供を取り巻く状況などの情報共有・意

見交換を行う中で、子供の社会参画・意見表明機会の創出が進むよう取り組みます。　

（再掲）

3 国や東京都、関係機関・関係団体が実施する子供の社会参画、意見表明に関する事業に

ついて、市公式サイトなどによる情報提供に取り組みます。

主な取組①

主な取組②

子供の社会参画・意見表明機会の充実施策1

子供の社会参画・意見表明機会の充実施策1

主な取組

　子供が意見を表明する機会や多様な社会的活動に参画する機会を確保し、その意見を尊重するこ

とに取り組みます。　

基本目標Ⅳ「全ての子供が意見を表明し、参画できるまち」
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コロナ禍で演奏会やイベン
トなどの発表する場が少な
かったので、一人一人が活
躍できる場があると良い。

（高校生・大学生世代）

子供の意見が少しでも反映され
る街になってほしい。

（中学生世代）

子供の意見をしっかり聞い
てほしい。

（高校生・大学生世代）

令和６年６月～７月にかけて調査を実施した、市内小学生・中学生向けアンケートでは、周り

の大人は、意見や考えを聞いてくれていると思うかについて、「思う」、「どちからといえば

思う」を合わせた割合は中学生で79.8％、小学校高学年で83.0％、小学校低学年で

80.5％という結果になりました。

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見等

54.6%

45.5%

44.3%

25.9%

37.5%

35.5%

6.9%

7.4%

7.1%

3.9%

4.0%

3.1%

8.7%

5.6%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学校低学年

小学校高学年

中学生

思う どちらかといえば思う どちらかといえば思わない 思わない わからない

周りの大人は、あなたの意見や考えを聞いてくれていると思いますか？

基本目標Ⅳ「全ての子供が意見を表明し、参画できるまち」
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　 ５ 　 基 本 目 標 Ⅴ

多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

こどもの貧困対策

こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組

妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの
切れ目ない保健・医療の確保

こどもの誕生前から幼児期までの
こどもの成長の保障と遊びの充実

就労支援、雇用と経済的基盤の安定

結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新
生活への支援

 

☛こどもまんなか社会
の詳細は12ページを
参照してください。

家 庭 や 子 育 て に 夢 を 持 ち 、
子 育 て に 伴 う 喜 び を 実 感 で き る ま ち

基 本 目 標 Ⅴ で 実 現 を 目 指 す 「 こ ど も ま ん な か 社 会 」

子

供

２

０

代

・
３

０

代

青 年 期学 童 期 ・ 思 春 期こどもの誕生前から幼児期まで

子 育 て 当 事 者

子育てや教育に関する経済的負担の軽減

共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 ひとり親家庭への支援

地域子育て支援、家庭教育支援

こども・若者の社会参画・意見反映

基 本 目 標 Ⅴ と 「 こ ど も 大 綱 」 の 重 要 事 項 の 関 係 性

基 本 目 標 Ⅴ と 「 こ ど も 大 綱 」 の 必 要 事 項 の 関 係 性

☛「こども大綱」の重要事項や必要事項の詳細は14ページを参照してください。

心身の成長

1

可能性を
広げる

5

希望を持つ

9

将来を
見通す

10

社会で活躍

11

こどもと
生活

12

喜びを実感

13

3 4

7 8

2

6

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」
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ロ ゴ

高等教育の修学支援、高等教育の充実
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　　　子育ての経済的負担の軽減

　市が令和5年度に実施した「羽村市子ども・子育てに関する調査」では、市に期待する子育て支援策とし

て、「子育てに関する経済的支援」を挙げた方の割合が一番高くなっています。

　市ではこれまでも、妊娠・出産に関する助成や就学前の児童を対象にした助成・給付、また就学後の児

童を対象とする負担軽減などに取り組んできました。国の「こども大綱」や東京都が発表した「東京都の少

子化対策2024」でも経済的支援の取組が掲載されており、こうした取組を活用し、着実な支援に取り組

んでいくことが求められます。また、市が実施している経済的支援を広くＰＲし、多くの家庭に利用してい

ただけるよう取り組んでいく必要があります。

　

　　　ひとり親家庭の自立支援の推進

　ひとり親家庭は、生活や経済的な環境などを背景に、養育や子供の教育・進学など様々な問題を抱えて

います。

　市では、母子・父子自立支援員を配置し、それぞれの家庭が抱える課題の解決に必要な支援や情報提供

を行うとともに、生活支援、就労支援、手当の支給、医療費助成などを実施しています。

　社会経済や雇用環境が変化する中でも安定した家庭生活を維持できるよう、子供の貧困対策の観点を

含め、児童福祉、社会福祉、雇用、教育など、多岐に渡る分野での支援が必要であることから、関係機関と

連携・協力した取組が必要です。

　　　 安心して外出できる環境の整備

　子育て世帯が安心して外出できるよう、安全対策や環境整備のための取組を進めることが重要です。

市が令和5年度に実施した「羽村市子ども・子育てに関する調査」においても、市における子育て環境の

強みの項目では、「身近に公園や緑があり、自然に触れる場所がある」、「児童館や図書館などの公共施設

が充実している」を挙げた方の割合が高くなっており、道路や公園の維持管理、子供や子育て世帯が多く

利用する公共施設等の更新などについても、利用状況やその機能を考慮し、計画的に実施していく必要

があります。

　市では、子育て世帯が安心して外出できる環境の充実を図るため、おむつの取替えや授乳ができる「あ

かちゃん休憩室」の設置を推進し、公共施設だけでなく、幼稚園、保育所等、商店など、地域の協力を得て

取り組んできました。

　引き続き、「あかちゃん休憩室」の利用促進や、公共施設等の整備により、子育て世帯が外出しやすい環

境づくりを進めていきます。

　

　　　　

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」

現 状 と 課 題
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　　　子育てと仕事の両立支援

　近年、共働き世帯が増加する中で、社会全体におけるワーク・ライフ・バランスの実現や、男性の家事・子

育てへの参画促進・拡大に取り組むことが不可欠となっています。男女を問わず育児休業等を取得しや

すい職場環境づくりや働き方の見直しに向けた取組の普及啓発など、仕事と子育てを両立できる雇用環

境を整備していくことが必要です。令和5年度に市が実施した若者からの意見聴取では、結婚・妊娠・出産

を希望する若者は一定数いるものの、同時にそれらに対する様々な不安が挙げられており、その不安を

解消するための支援を行うことも必要となります。

　市では、仕事と子育ての両立を支援するため、延長保育や一時預かり保育、休日保育などの特別保育を

実施しているほか、男性の家事・育児参画、女性の就労や地域活動への参加を促す取組を続けています。

今後は、国や東京都の施策を活用し、結婚や妊娠・出産に関する支援などを検討していくことも必要とな

ります。

　

　　　子供を中心とした社会の実現

　子育て世帯への情報発信、負担軽減の方策として、国や東京都では、様々な分野でデジタル化の取組が

進められています。子育て世帯が行政サービスを利用する際の利便性を向上することや、社会全体で子

供や子育て世帯を温かく支え、子育てがしやすくなる環境づくりを進めていくことが、子供のウェルビー

イングにつながっていきます。

　市では、現在申請手続きの電子化や「書かない窓口」の推進などに取り組んでいます。今後はこうした取

組みを更に広げていくことや、対象者に応じた支援情報の発信、庁内・関係機関との必要な情報の共有に

よる迅速・的確な支援体制の構築などに取り組んでいく必要があります。子供や子育て家庭に優しい社

会を形作っていくための機運醸成についても、関係機関との連携を図りながら、様々な機会を捉えて取

り組んでいくことが重要となります。

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」
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施 策 １ 　 子 育 て の 経 済 的 負 担 の 軽 減

妊娠・出産・子育てに関する支援

1 妊婦が安心して出産を迎えられるよう、妊娠中の健康診査の費用助成に取り組みます。

2 妊娠届出時及び出生届出後の時期に、保健師等の面接を受けた方を対象にした給付事

業に取り組みます。

3 国民健康保険に加入している方の出産に要した費用の一部を、出産育児一時金として支

給します。また、産前・産後期間における国民健康保険税の軽減に取り組みます。

4 出産に当たって、保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由で病院または助産所

に入院できない妊産婦を対象とした費用助成に取り組みます。

5 新生児が先天性の障害や病気の検査を受けられるよう費用の助成などを行い、早期の発

見に取り組みます。

6 入院の必要があると医師が認めた満１歳未満の未熟児に対し、養育に必要な医療の給付

などに取り組みます。

7 子育て中の保護者の経済的負担の軽減を図るため、０歳から高校生年代までの子供を対

象とした手当の支給に取り組みます。

主な取組① 子育ての経済的負担の軽減施策1

就学前児童に対する支援

1 就学前の乳幼児を対象に医療費を助成するなど、子育て家庭の経済的負担の軽減に取り

組みます。　

2 幼稚園・保育所等の施設利用料の無償化や実費負担となる費用の助成など、子育て世帯

の負担軽減と質の高い幼児教育・保育を受ける機会の確保に取り組みます。　（再掲）

主な取組②

主な取組

　子育てに関する経済的負担の軽減に取り組むとともに、国や東京都を含めた様々な制度の利用促

進を図ります。　

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」

子育ての経済的負担の軽減施策1
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就学児童に対する支援

1 小学生及び中学生、高校生相当の年代を対象に医療費を助成するなど、子育て家庭への

経済的負担の軽減に取り組みます。

2 経済的な理由で教育にかかる費用の支出が困難な保護者に対し、学用品費や校外活動

費などの就学に必要な費用を支援します。また、学校行事等にかかる費用に対して保護

者の負担軽減を図ります。　（再掲）

3 高等学校等に入学する際に要する費用の調達が困難な保護者に対し、市内金融機関で受

ける入学資金等の融資に係る利子分等の支援に取り組みます。　（再掲）

主な取組③

V O I C E

物価高騰をはじめ、介護や
住宅問題、将来の教育費の
不安等、金銭の不安は悩み

の種です。

（就学前児童の保護者）

経済的支援は、子育てをする上でお
金のかかる時期（冬休み・夏休み・春
休み、クリスマス・正月など）に支給

してほしいです。

（就学前児童の保護者）

高校までの医療費無償化や小中学
校の給食費の無償化など、収入に

係わらず、子供が平等に受けられる
経済的支援を希望します。

（就学前児童の保護者）

子供を大学まで余裕をもって
育てる自信がなく、簡単な気持
ちで子供を産もうと考えては

いけない気がする。

（高校生・大学生世代）

給食費を無償化してほしい。

せめて第3子だけでもお願いし
たいです。

（就学前児童の保護者）

多子世帯への支援を積極
的にして欲しいです。

（就学前児童の保護者）

子供たちが成長できる環境
にするため、高校生・大学生
の授業料や通学費用を免除

してほしい。

（高校生・大学生世代）

私が親の立場になった時に、所得関
係なく、全ての子供が平等に学び生

活できる制度があると良い。

（高校生・大学生世代）

大学の授業料や教材費の
助成制度があると良い。

（高校生・大学生世代）

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見

子育ての経済的負担の軽減施策1
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施 策 ２ 　 ひ と り 親 家 庭 の 自 立 支 援 の 推 進

ひとり親家庭に対する相談・情報提供

1 各種事業などに関する様々な情報を広く周知することに取り組みます。

2 日常生活や就業に関する問題などを把握し、その解決に向けて必要な指導・助言を行い、

その自立に向けた総合的な支援に取り組みます。　

　

自立に向けた就労支援

1 保護者の就労に向けた課題、悩み、条件を整理し、個別の自立支援プログラムを作成しま

す。また、公共職業安定所等と連携し、きめ細やかな自立・就労支援に取り組みます。

2 正規雇用や就業定着の可能性を広げる資格取得や支援等の実施に取り組みます。

主な取組①

主な取組②

ひとり親家庭の自立支援の推進施策２

適切な養育のための生活支援

1 義務教育修了前の子供のいるひとり親家庭が、一時的にサービス等が必要となった場合

にホームヘルパーを派遣し、育児、食事の世話等の支援に取り組みます。

2 保護が必要な母子を母子生活支援施設に入所させ、児童の福祉の向上や自立促進のた

めの生活支援を行います。

主な取組③

主な取組

　子供にとって不利益が生じることのないよう、ひとり親家庭が抱える生活や就業、経済的な問題に

関する適切な支援に取り組みます。　

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」

ひとり親家庭の自立支援の推進施策２

ひとり親家庭の自立支援の推進施策２
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自立のための経済的支援

1 経済的自立と生活意欲の助長及び児童福祉の増進のため、貸付などによる支援に取り組

みます。

2 手当の支給や医療費の助成などにより、経済的負担の軽減を図ることで、生活の安定と

自立支援に取り組みます。

主な取組④

フルタイムで働いて一定の収入があ
る父子家庭にも経済的支援が必要だ

と思います。

(就学前児童の保護者）

ひとり親で子育てをしています。パートで働い
ていますが経済的にゆとりがあるわけではな
いので、金銭的な支援などがあると気持ちに
も余裕がでて、子育てに良い影響が出ると思

います。

(就学前児童の保護者）

ひとり親で子供を育ててい
たり、孤立する環境にある
人に支援を行うと良い。

(高校生・大学生世代）

ひとり親への経済的支援や環境を含
めた支援を国や東京都・市にはして

ほしいと願います。

(就学前児童の保護者）

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見

ひとり親家庭の自立支援の推進施策２
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施 策 ３ 　 安 心 し て 外 出 で き る 環 境 の 整 備

安心して外出できる環境づくり

1 子供に対する交通安全教育や、通学路など日常的な点検などの安全対策に、市と事業者、

学校、地域、警察等が連携して取り組みます。

2 保護者が安心して乳幼児を連れて外出できるよう、地域の協力を得て、おむつの取替え

や授乳ができる「あかちゃん休憩室」の利用促進に取り組みます。

3 子供や子育て家庭等が円滑に利用できるような、公共交通施設や道路、公園のバリアフ

リー化の一層の推進に取り組みます。

子供が利用する施設等の計画的な維持管理・更新

1 子供や子育て世帯が多く利用する公共施設等について、利用者のニーズに基づいた計画

的な維持管理・更新・整備に取り組みます。

2 公園の維持管理・更新について、子供や子育て家庭等のニーズを反映し、誰もが伸び伸び

と遊び、多様な体験を通じて健やかな成長ができる「遊び場」づくりに取り組みます。

主な取組①

主な取組②

安心して外出できる環境の整備施策3

安心して外出できる環境の整備施策3

主な取組

　子育て世帯や子供が気軽に外出できる環境を整備するため、施設の計画的な維持管理・更新や、災

害等に備えた体制づくりに取り組みます。

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」
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安心して過ごせる防災体制の構築

1 幼稚園・保育所等や、学童クラブ、小・中学校などの各施設で、安全計画に基づく日常的

な訓練を行うなど、災害時等における子供の安全対策に取り組みます。また、子供が主体

的に災害対策を考えることができる機会の創出などに取り組みます。

2 保育所等に対し、「風水害等発生時における市内保育施設の臨時休園等の対応」について

基準を定め、周知するとともに、災害復旧等に向けた協力体制の構築などに取り組みま

す。

主な取組③ 安心して外出できる環境の整備施策3

とにかく安全で過ごせることが第一
です。安全なまちづくりが子育ての

環境をよくすると思います。

(就学児童の保護者）

公園まわりがまだ暗いと感じる
ので、明かりの加減をもう少し

検討してもらえるとありがたい。

(就学前児童の保護者）

羽村市は自然を身近に感じ、子育
てしやすい場所だと思う。今後も
より一層羽村市で暮らす人が成長

できるように願っています。

(就学児童の保護者）

歩道が狭い場所も多いので、
安全に歩ける歩道ができて

いくと良いと思います。

(就学前児童の保護者）

トイレや遊具などの公園の設
備などを見直したほうが良

いと思う。

(高校生・大学生世代）

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見
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施策４　子育てと仕事の両立支援

共育ての推進

1 妊娠、出産、育児に主体的に取り組むことができるよう、母親・父親に対する正しい知識

の普及啓発や学習・体験の機会の提供、相談支援に取り組みます。　（再掲）

2 男性の家事・育児への参画を推進することを目的に、親子遊びや調理実習、健康作りなど

の講座の実施に取り組みます。

3 共育てしやすい環境作りのため、男性の育休取得促進やテレワーク、フレックスタイム制

等を活用した柔軟な働き方などの周知・情報提供を行います。

　

仕事と子育てを両立する働き方の支援

1 就労形態の多様化や通勤時間の長い保護者のニーズに対応するため、延長保育事業や

休日保育事業、定期利用保育事業に取り組みます。　（再掲）

2 子供が病気中又は病気の回復期にあって、集団保育が困難な場合に、保育園や医療機関

等に併設された専用スペースで保育を行う病児・病後児保育事業に取り組みます。　（再

掲）

3 就労や地域活動などへの参加に意欲を持つ方に対する支援講座の実施などにより、女性

の活躍推進の支援に取り組みます。

4 関係機関と連携して、女性を対象とした就職面接会や専門員による各種就職相談会、就

職セミナーなどを開催するとともに、相談者が抱える状況に応じた支援に取り組みます。

5 障害のある若者に対して就労の機会の拡大を図るとともに、安心して働き続けられるよ

う、就労面と生活面の支援を一体的に提供する障害者就労支援センター「エール」による

支援に取り組みます。

6 希望する働き方を実現するため、創業支援コーディネーターや補助金による創業支援、ビ

ジネス支援コーナーの充実によるスキルアップのサポートに取り組みます。

主な取組①

主な取組②

子育てと仕事の両立支援施策４

子育てと仕事の両立支援施策４

主な取組

　結婚、妊娠、出産の希望を実現するため、子育てと仕事の両立を支援し、将来に希望をもって暮らす

ための後押しをします。

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」
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希望する暮らしを叶えるための環境づくり

1 国や東京都が実施する交流イベントやライフデザインに関する取組などを広く周知し、出

会いや結婚について考える機会の提供に取り組みます。

2 妊娠・出産を望む人に対し、プレコンセプションケア　や不妊治療費の助成・卵子凍結に対

する補助制度の周知に取り組みます。

3 羽村市での暮らしや子育てをイメージしやすくするため、子育てしやすいまちの魅力や、

実際に暮らしている方の体験談の発信などに取り組みます。

主な取組③ 子育てと仕事の両立支援施策４

仕事と子育てが両立できる環境が
整っているのかが不安である。

(高校生・大学生世代）

男性の家事育児参加が推進され
ると良い。

(高校生・大学生世代）

子育てに協力したい気持ちが強く、
育休が取れる会社に入りたい。

ただ、男性が育休を取ることが良
い風潮か気になる。

(高校生・大学生世代）

両親学級・母親学級は非常
に良いサービス。父親学級

もあると良い。

(高校生・大学生世代）

男性を対象とした育児の理
解を深めるための講座を実

施すると良い。

(高校生・大学生世代）

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見
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施策５　子供を中心とした社会の実現

子育てに関するサービスの向上

1 子供や子育て家庭が、様々なサービスを利用しやすいよう、申請手続きの電子化を始め

としたデジタル化の推進に取り組みます。

2 子供や子育て家庭が、必要な時期に必要な情報を受け取ることができるよう、市公式

LINEなどを活用した情報発信に取り組みます。　（再掲）

3 庁内関係部署間の連携により「書かない窓口」の推進や情報連携の強化など、子供や子

育て家庭に寄り添った質の高い行政サービスの提供に取り組みます。

4 国や東京都と連携し、市民の利便性の向上や業務の効率化を目的とした医療費助成・予

防接種・母子保健分野等におけるデジタル化を推進します。

　

若者世代への意識啓発・子供を中心とした社会の機運醸成

1 国のこどもまんなか応援宣言の趣旨に賛同し、市として、「こどもまんなか応援サポー

ター宣言」を行い、子供が健やかで幸せに成長でき、地域や市の取組に積極的に参画・活

躍できる社会の実現に向けて取り組みます。

2 地域団体が行う子供の成長を助ける活動と連携し、またその活動を紹介することで、こ

どもまんなか社会の実現に向けた機運の醸成に取り組みます。

3 ワーク・ライフ・バランスの実現が進むよう、広報紙やパンフレット等による意識啓発に取

り組みます。

4 育児・介護休業や部分休業に関する休暇制度や長時間労働の抑制、働き方の見直しなど

について周知するとともに、先進事例等の把握・情報提供を行います。

5 市内企業をはじめとした各企業・大学・団体と協働し、妊娠・出産・子育てなどに関する課

題への対応や子育てしやすいまちの推進に取り組みます。

主な取組①

主な取組②

子供を中心とした社会の実現施策５

子供を中心とした社会の実現施策５

主な取組

　社会の意識を変える取組や行政サービスの利便性を向上する取組みを推進し、全ての人が子供を

社会のまんなかに据えるやさしい社会を目指します。

基本目標Ⅴ「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」
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働きながら子育てする世帯へ
の支援の一環として、全ての行
政手続きがオンラインでできる
ようになることが望ましいです。

(就学前児童の保護者）

学童クラブの手続きがオンライ
ンででき、とても助かりました。
欠席連絡もオンラインでできる

ようにして欲しいです。

(就学児童の保護者）

皆がとても仲良く
できる街になって

ほしい。

（小学生世代）

誰もが楽しく仲良く過
ごせるように明るい元
気な羽村市にしてい

きたい。

（小学生世代）

みんなが笑顔で楽し
く過ごせている街に

なってほしい。

（小学生世代）

これからも住みやすく、
将来離れたとしても、
帰ってきたときにあた
たかく迎えてくれるよ
うな街であってほしい。

（中学生世代）

給付金をもらうにしても難し
い手続きがなく、スムーズに
給付してもらいたいです。

(就学前児童の保護者）

オンラインで申請できるものは
窓口からオンラインに移行して

ほしいです。

(就学前児童の保護者）

少子高齢化が進む中、
高齢者を支えられるの
は私たちである。故郷
である羽村市を守って
いけるよう、私たちが
実現・実行できるよう

になってほしい。

（高校生・大学生世代）

若者の定住者・比率を
増やすことで高齢者を
支えることも、子供同
士の交流を増やすこと

もできる。

（高校生・大学生世代）

教科書を電子化して
毎日の荷物を軽くし

てほしい。

（高校生・大学生世代）

子育て支援の情報を
該当する家庭に送るこ
とができる仕組みが

あると良い。

（高校生・大学生世代）

基本目標５「家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち」

C h i l d r e n / Y o u t h / P a r e n t - V O I C E
アンケートや意見聴取で寄せられた意見を抜粋して掲載しています。

アンケートや意見聴取で寄せられたご意見
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　 ６ 　 こ ど も 計 画 の 進 捗 を 把 握 す る た め の 指 標

　本計画の計画期間である令和１１年度までに、どれだけ「こどもまんなか社会」に近づいたか、こども

計画の各種取組の進捗状況を把握するため、各種アンケート結果を踏まえた指標を設定しました。

　計画の推進を図ることで、以下の指標の割合を上昇させていくよう取り組みます。

項 目 現 状 出典

羽村市は「こどもまんなか社会」を実現していると思う人の割合

就学前児童

の保護者
46.5％

羽

村

市

子

ど

も

・
子

育

て

に

関

す

る

調

査

就学児童

の保護者
46.1％

子育てをする上で、気軽に相談できる人が身近にいると答えた人の割合

就学前児童

の保護者
93.5％

就学児童

の保護者
90.4％

自分にとって子育てを楽しいと感じるときが多いと答えた人の割合

就学前児童

の保護者
63.2％

就学児童

の保護者
63.7％

子育てに関して、不安や負担を感じない人の割合
（あまり不安や負担は感じない、まったく感じないと答えた人の割合）

就学前児童

の保護者
31.0％

就学児童

の保護者
32.2％

子育ての環境や支援への満足度
（1～5の五段階で、満足度の高い5,4を回答した人の割合）

就学前児童

の保護者
41.3％

就学児童

の保護者
30.9％

ヤングケアラーを知っている人の割合

就学前児童

の保護者
75.5％

就学児童

の保護者
81.2％

自分には自分らしさがあると思う子供の割合

高学年 66.4％

小

中

学

生

へ

の

ア

ン

ケ

ー

ト

中学生 67.8％

自身の意見が聴いてもらえていると思う子供の割合

低学年 80.6％

高学年 83.0％

中学生 79.8％

自分のことを好きと思う子供の割合

低学年 72.4％

高学年 61.4％

中学生 56.6％

「居場所がある」と答えた子供の割合

高学年 80.0％

中学生 81.0％

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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　 ７ 　 量 の 見 込 み と 確 保 方 策

　子ども・子育て支援新制度では、保護者の申請を受けた市町村が客観的な基準に基づき、保育の必

要性を認定した上で、教育・保育に要した費用の一部を保護者に給付する仕組みとなっています。

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

認 定 区 分 対 象 利 用 で き る 施 設

1号認定 満3歳以上の就学前の子供 幼稚園、認定こども園

2号認定
満3歳以上の就学前の子供で保護者の
就労などにより保育を必要とする子供 保育所、認定こども園

3号認定
満3歳未満で保護者の就労などにより

保育を必要とする子供 保育所、認定こども園、地域型保育事業

区　分

令和７年度 令和８年度

1号
2号 3号

1号
2号 3号

教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳 教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳

量の見込み 147 91 761 83 216 221 138 86 720 82 210 221

確
保
方
策

特定教育・
保育施設 309 　 746 114 198 233 309 　 746 114 198 233

確認を受けない
幼稚園 630 　 　 　 　 　 630 　 　 　 　 　

幼稚園及び
預かり保育 　 91 　 　 　 　 　 86 　 　 　 　

2歳児の預かり
保育事業 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 12

地域型保育事業 　 　 　 2 2 2 　 　 　 2 2 2

認証保育所等 　 　 32 8 11 14 　 　 32 8 11 14

合　計 939 91 778 124 211 261 939 86 778 124 211 261

　　　単位：人

子供のための教育・保育
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　　　単位：人

　　　単位：人

区　分

令和9年度 令和10年度

1号
2号 3号

1号
2号 3号

教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳 教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳

量の見込み 133 83 693 81 208 215 128 80 672 80 206 213

確
保
方
策

特定教育・
保育施設 309 　 746 114 198 233 309 　 746 114 198 233

確認を受けない
幼稚園 630 　 　 　 　 　 630 　 　 　 　 　

幼稚園及び
預かり保育 　 83 　 　 　 　 　 80 　 　 　 　

2歳児の預かり
保育事業 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 12

地域型保育事業 　 　 　 2 2 2 　 　 　 2 2 2

認証保育所等 　 　 32 8 11 14 　 　 32 8 11 14

合　計 939 83 778 124 211 261 939 80 778 124 211 261

区　分

令和11年度

1号
2号 3号

教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳

量の見込み 127 79 664 80 204 211

確
保
方
策

特定教育・
保育施設 309 　 746 114 198 233

確認を受けない
幼稚園 630 　 　 　 　 　

幼稚園及び
預かり保育 　 79 　 　 　 　

2歳児の預かり
保育事業 　 　 　 　 　 12

地域型保育事業 　 　 　 2 2 2

認証保育所等 　 　 32 8 11 14

合　計 939 79 778 124 211 261
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　　　単位：か所

　 子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉

等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等の必要

な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う事業。

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

【基本型】

　 利用者の身近な場所で日常的に相談を受け、子育て支援に関する情報の収集・提供、事

業等の利用にあたっての助言・支援を行う。専任職員の配置が必要。

【地域子育て相談機関】

　 地域住民が気軽に子育てに関する相談ができ、日常会話の中で認識していなかった悩み

に気づくことができるような子育ての情報発信・相談の拠点。3時間/1日、かつ3日/1週間

以上開所することが望ましい。

【特定型】

　 いわゆる保育コンシェルジュ。子育て家庭等からの保育サービスに関する相談に応じ、情

報提供や利用に向けての支援を行う。専任職員の配置が必要。

【こども家庭センター型】

　 旧子育て世代包括支援センター及び旧市区町村子ども家庭総合支援拠点の運営を通じ

て、妊産婦と乳幼児の健康増進、全てのこどもと家庭への虐待の予防対応など、切れ目の

ない対応を行う。保健師・こども家庭支援員等の配置が必要。

　　　単位：か所

　　　単位：か所

　　　単位：か所

地域こども・子育て支援事業

　　　１．利用者支援事業

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み ー ー ー ー ー

確保方策 ー ー ー ー ー

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み ー ー ー ー ー

確保方策 ー ー ー ー ー

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み ー ー ー ー ー

確保方策 ー ー ー ー ー

　※事業の実施については、国や東京都の動向を踏まえながら、検討していく。

　※上記の内容に準じた体制整備を検討していく。

　※事業の実施については、国や東京都の動向を踏まえながら、検討していく。
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　　　単位：人

　保育所在園児を対象に、保護者の就労等の事情により通常時間を超えて保育を実施する

事業。

　 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後等に適切な遊びや

生活の場を与えて、児童の健全育成を図る事業。

　　　単位：人

　※計画期間内において、量の見込みに応じた確保方策が講じられるよう検討していく

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 590 585 580 575 570

確保方策 590 585 580 575 570

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 合計

1年

量の見込み 233 235 204 188 182 1、042

確保方策 233 235 204 188 182 1、042

2年

量の見込み 201 212 212 181 178 984

確保方策 201 212 212 181 178 984

３年

量の見込み 168 155 174 169 133 799

確保方策 168 155 174 169 133 799

４年

量の見込み 5 5 5 5 5 25

確保方策 5 5 5 5 5 25

５年

量の見込み 5 5 5 5 5 25

確保方策 5 5 5 5 5 25

６年

量の見込み 5 5 5 5 5 25

確保方策 5 5 5 5 5 25

合計

量の見込み 617 617 605 553 508 2.900

確保方策 617 617 605 553 508 2、900

　　　２．時間外保育事業（延長保育事業）

　　　３．放課後児童健全育成事業（学童クラブ事業）



第 四 章 　 　 施 策 の 具 体 的 な 展 開

110

　　　単位：人日／年（年間の利用延べ人数）

　 保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった

児童について、児童養護施設等において、必要な保護を行う事業。

　 生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供や養育環

境の把握を行う事業。
　　　単位：人日／年（年間の利用延べ人数）

　 養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行

うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業。
　　　単位：人

　 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供、助言その他の援助を行う事業。
　　　単位：人回／年（年間の利用延べ人数）

　　　4．子育て短期支援事業（乳幼児ショートステイ事業）

　　　5．乳幼児家庭全戸訪問事業・新生児訪問指導

　　　 ６．養育支援訪問事業

　　　 ７．地域子育て支援拠点事業

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 120 120 120 120 120

確保方策 120 120 120 120 120

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 273 270 267 264 262

確保方策
実施体制：市職員（保健師、助産師）
実施機関：羽村市

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 230 230 230 230 230

確保方策
実施体制：市職員
実施機関：羽村市

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

確保方策 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所



　ア　幼稚園型

　幼稚園・認定こども園の在園児について、教育時間の前後の時間に預かり保育を提供す

る事業。
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区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み

1号認定
による利用 5,546 5,448 5,352 5,257 5,164

2号認定

による利用
11,259 11,060 10,865 10,673 10,484

確保方策 16,805 16,508 16,217 15,930 15,648

　　　単位：人日／年（年間の利用延べ人数）

　 子供が病気中または病気の回復期にあって、集団保育が困難な場合に、保育園、医療機

関等に併設された専用スペースで保育を行う事業。

単位：人日／年（年間の利用延べ人数）

　イ　上記アの幼稚園型以外

　 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童について、保育所等におい

て児童を一時的に預かる事業。
　　　単位：人日／年（年間の利用延べ人数）

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 1,011 997 1,028 1,020 997

確保方策

一時預かり事業
（幼稚園型除く） 1,001 987 1,018 1,010 987

ファミリー・サポート・
センター事業（病児・

緊急対応強化型除く）
10 10 10 10 10

〇病児保育

〇病後児保育 単位：人日／年（年間の利用延べ人数）

　　　８．一時預かり事業

　　　 ９．病児保育事業（病児・病後児保育事業）

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 170 170 170 170 170

確保方策 170 170 170 170 170

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 55 55 55 55 55

確保方策 55 55 55 55 55
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　　　単位：人日／年（年間の利用延べ人数）

　 地域で子育てを支援するため、保育施設への送迎などの援助を希望する子供の保護者と、

それらの援助を行うことを希望する方との相互援助活動をに関する連絡・調整を行う事業。

　 妊娠中の胎児が順調に育つため、また、妊婦の疾病や異常を早期発見し、早期治療につな

げるための事業。

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み

人数（人） 280 276 273 270 268 

健診回数（回） 3,411 3,373 3,336 3,298 3,273

確保方策

実施場所：医療機関及び助産所

実施体制：東京都内の契約医療機関及び助産所（市が配布した受診票）

　　　　　　  契約医療機関及び助産所以外（償還払いによる公費負担）

検査項目：市が定める妊婦健康診査に係る検査項目

実施時期：通年（妊娠初期から分娩まで）

　 訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦等の居宅

を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施する

ことにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ事業。児童福祉法

の改正により、養育支援訪問事業の家事・育児援助が新設された。

　 養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居

場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や

学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況を

アセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に

提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図る事業。

　　　単位：人日／年（年間の利用延べ人数）

　※事業の実施時期については、国や東京都の動向を踏まえながら、検討していく。

　　　 １０．ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）

　　　 １1．妊婦健康診査

　　　 １２．子育て世帯訪問支援事業

　　　 １３．児童育成支援拠点事業

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 480 480 480 480 480

確保方策 480 480 480 480 480

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 160 160 160 160 160

確保方策 160 160 160 160 160

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み － － － － －

確保方策 － － － － －
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　 子供との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対し、講義やグループ

ワーク、ロールプレイ等を通じて、子供の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及

び助言を実施する。　 また、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相

談・共有し、情報の交換ができる場を設け、親子間における適切な関係性の構築を図る事

業。

　 妊婦のための支援給付と併せて、妊婦等に対する相談支援事業を実施し、妊娠期から子

育て期までの切れ目のない伴走型相談支援の充実を図る事業。

　保育所等において、保育所に通園していない満３歳未満の子供に適切な遊び及び生活の

場を与えるとともに、子供とその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための面談

並びに子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業。

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み

0歳

－ － － － －

確保方策 － － － － －

量の見込み

1歳

－ － － － －

確保方策 － － － － －

量の見込み

2歳

－ － － － －

確保方策 － － － － －

　※事業の実施については、国や東京都の動向を踏まえながら、検討していく。

　　　 １４．親子関係形成支援事業

　　　 １５．妊婦等包括相談支援事業

　　　 １６．乳児等通園支援事業

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 8 8 8 8 8

確保方策 8 8 8 8 8

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み
妊娠届出数（a）

1組当たり面談回数（b）
面談実施合計回数（a×b）

a：280回
ｂ：3回
a×b：840回

a：276回
ｂ：3回
a×b：828回

a：273回
ｂ：3回
a×b：819回

a：270回
ｂ：3回
a×b：810回

a：268回
ｂ：3回
a×b：804回

確保方策

こども家庭
センター

840回 828回 819回 810回 804回

上記以外で
業務委託

なし なし なし なし なし

　　　単位：人日／年
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区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み

アウトリーチ型 90人 90人 90人 90人 90人

デイサービス型 196人 198人 198人 200人 200人

宿泊型 46人 46人 48人 49人 50人

確保方策 ３３２人 334人 336人 339人 340人

　保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用、または行事へ

の参加に要する費用、特定教育・保育施設に該当しない幼稚園に対して保護者が支払うべ

き副食費を助成する事業。
　　　単位：人日／年

　産後の母子がいる家庭への助産師の訪問や、母子が助産所等に通所又は宿泊すること、

またヘルパーによる訪問などにより、心身のケアや育児のサポートを行う事業。　

　子ども・子育て支援新制度において、多様な事業者の事業者の能力等を活用して、特定教

育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業。幼稚園・保育所等からの相談は所

管課にて対応しており、事業者から開設等の相談があった際には、適切に助言等を行って

いく。

　　　 １７．産後ケア事業

　　　 １８．実費徴収に係る補足給付を行う事業

　　１９．多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入することを促進するための事業

区　分 令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 300 300 300 300 300

確保方策 300 300 300 300 300
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　計画の理念を具現化し、施策を展開していくためには、市だけではなく、家庭、教育・保育事業者、学

校、地域、企業等が連携して取り組む必要があります。関係機関・団体等が、それぞれの役割を果たし

つつ、相互の連携を図り、子供・子育て支援を総合的に推進していきます。

　

　

　 １ 　 計 画 の 推 進 体 制 に つ い て 　

計 画 の 推 進 体 制 に つ い て

地域・関係機関等との連携

　子供・子育て施策を総合的かつ計画的に推進し、「こどもまんなか社会」を実現するため、計画の推進

体制の強化を図ります。また、子供の意見を積極的に聴取し、各施策に反映していくことに取り組みま

す。推進にあたっては、子供・子育て施策を適正かつ円滑に行えるよう、福祉・教育・保健等の業務を行

う関係機関や子供に関する支援を行う民間団体と連携していきます。

羽村市における体制について

　子供・子育て施策を推進するためには、国や東京都の施策を注視し、その施策を積極的に周知するな

ど、密接な連携が必要となります。「こども基本法」や「こども大綱」、「こどもまんなか実行計画」、東京

都の各計画を勘案し、子供・子育て施策を推進していきます。

　

国や東京都との関係

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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　本計画の着実な推進に向けて、毎年度、計画に掲げた施策の実施状況を点検・評価し、その結果を公

表します。点検・評価では、定期的に子供の意見を聴き、評価結果や「羽村市子ども・子育て会議」等の

意見を考慮し、必要に応じた見直しを行い、各事業の改善等につなげていきます。

２ 　 計 画 の 推 進 に つ い て 　

　 計 画 の 推 進 に つ い て

計画の点検・評価について

Plan Do CHECK ACTION

計画に基づき、

目標を達成する

ための施策を

立てます。

目標達成に向

けて各種施策

を実施します。

評価指標の達

成状況の把握、

評価を行います。

計画 行動 評価

PDCA　+　子供の意見聴取　

子供の意見聴取

評価に基づき、

施策や事業の

見直しを行い、

改善していきま

す。

対策・改善

子供・子育て当事者などの意見や

ニーズを聴取します。

様々な取組の中で、意見を聴取し、

改善につなげていきます。

+

　「子ども・子育て支援新制度」において市町村が実施することとされている事業は、「子ども・子育て

支援法」で、量の見込みと確保方策を定めることとされています。市では、量の見込みと確保方策を定

める必要のある事業について、「羽村市子ども・子育て会議」の意見を参考に、毎年度、量の見込みと

確保方策の実績等の確認を行い、必要に応じた見直しを行います。

量の見込みと確保方策の実績等の確認

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ



第 五 章 　 　 計 画 の 推 進

118

　SDGs（Sustainable Development Goals・持続可能な開発目標）は、平成２７年９月の国連サ

ミットで採択された令和１２年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。「誰一人取り残

さない」という理念のもと、１７のゴールと１６９のターゲットから構成されており、世界各国の共通目

標となっています。第６次羽村市長期総合計画では、基本計画に掲げる各施策を推進することで、

SDGｓの達成に取り組んでいます。本計画においても各基本目標ごとの取組の方向性を推進するこ

とで、SDGｓの達成に貢献していきます。

SDGsとの関係

基本目標とSDGｓ１７の目標の関係性

SDGｓの１７の目標

全ての子供の人格・個性が

尊重され、権利が保障されるまち

全ての子供が適切に養育され、

切れ目なく健やかに成長できるまち

全ての子供が幸せに成長できる

家庭や環境があるまち

全ての子供が意見を表明し、

参画できるまち

家庭や子育てに夢を持ち、

子育てに伴う喜びを実感できるまち

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅳ

基本目標Ⅴ
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